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(57)【要約】
【課題】　平面上の突起、窪み、折れなどの平面異常に
よる外観不良を高速に検査するにあたり、反射率や透過
率から検査する方式の表面検査装置では平面異常だけを
選択的に検出することは非常に困難であった。またレー
ザ光を使った凹凸測定による検出方法では分解能が足り
ず外観不良を検査することは不可能であった。
【解決手段】光源より出射された光を、前記平面に対し
てライン状に走査する光走査手段と、該走査光による該
平面および平面異常部からの反射光を受光する反射光位
置検知手段と、該検知手段からの検知信号により該平面
異常部の角度を算出して平面異常の検査を行う角度検査
測定部と、を有する光走査式平面外観検査装置とした。
また前記反射光位置検知手段は結像レンズによる結像位
置から所定の距離だけ光軸方向に離れて設けることとし
た。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象平面（６）に光源（１）より光を照射し、その反射光を受光して該平面（６）の外観
を検査する平面検査装置であって、前記光源（１）より出射された光を、前記平面（６）
に対してライン状に走査する光走査手段（２，３）と、該走査光による該平面（６）およ
び平面異常部（５）からの反射光を受光する反射光位置検知手段（９）と、該検知手段（
９）からの検知信号により該平面異常部（５）の角度を算出して平面異常の検査を行う角
度検査測定部（７）と、を有することを特徴とする光走査式平面外観検査装置。
【請求項２】
前記反射光位置検知手段（９）として１次元ＰＳＤもしくは位置検出型光電子増倍管を用
いることを特徴とする請求項１の光走査式平面外観検査装置。
【請求項３】
前記光走査手段は光走査機（２）と走査レンズ（３）とで構成され、走査レンズ（３）に
おいて被測定対象平面側が走査レンズの焦点距離をｆ、設計上の入射瞳径をｄとしたとき
走査レンズを全走査幅において角度ｄ／（２ｆ）ｒａｄ以下のテレセントリック光学系と
したことを特徴とする請求項１乃至２記載の光走査式平面外観検査装置。
【請求項４】
前記光走査機（２）はポリゴンスキャナもしくは共振型ミラースキャナを用いることを特
徴とする請求項１乃至３の光走査式平面外観検査装置。
【請求項５】
前記光走査手段（２，３）は対象平面（６）上の走査線を中心にして傾けた角度で光を照
射し、対象平面（６）法線に対して対象な角度に結像レンズ（８）を介して前記反射光位
置検知手段（９）を設けることを特徴とする請求項１乃至４の光走査式平面外観検査装置
。
【請求項６】
前記光走査手段（２，３）は対象平面（６）に対し垂直に光を照射する構成とし、前記光
走査手段（２，３）の光源（１）側にビームスプリッタ（１２）を設け、対象平面（６）
を反射した光が前機光走査手段（２，３）を逆行してビームスプリッタ（１２）に達し、
ビームスプリッタ（１２）により光路を分離されて結像レンズ（１７）を介して反射光位
置検知手段（１８）に入射する構造とすることを特徴とする請求項１乃至４の光走査式平
面外観検査装置。
【請求項７】
前記反射光位置検知手段（１８）は２次元ＰＳＤもしくは位置検出型光電子増倍管とした
ことを特徴とする請求項６の光走査式平面外観検査装置。
【請求項８】
前記反射光位置検知手段（９）（１８）は結像レンズ（８）（１７）による結像位置から
所定の距離だけ光軸方向に離れて設けられることを特徴とする請求項５乃至７の光走査式
平面外観検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光沢性の平面物体上に形成されたくぼみ、突起、折れなどの平面異常を検査す
る平面外観検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
樹脂フィルムやカード、金属薄板、あるいはこれらを支持体として各種物質を塗布、接着
した製品、例えば写真フィルム、フィルム基板など表面が光沢性の平面でできている製品
が最近多くなっており、その品質保持の要求も高くなっている。これらはその製造工程に
おいて、支持体をローラーなどで搬送し連続走行させることが多い。
【０００３】
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この際走行時に製品を支持するローラーなどに異物が付着するなどすると製品を変形させ
製品の平面異常を発生する。これらの平面異常は人間の目には製品を傾けるなどして容易
に発見され、外観不良とされる。また平面異常が工程内で発生すると工程中に塗布ヘッド
などに当接して支持体の走行を妨げたり、支持体が破断したり、あるいは塗布ヘッドが損
傷する等の不具合が発生する。したがって、上述のような製品においては、支持体の表面
に存在する平面異常を確実に検出し、外観不良を防止し、工程事故を防止することが極め
て重要である。
【０００４】
このように連続走行するシート状物の表面に存在する一般的な欠陥を検出するためには、
例えば特開平４－１２５４５５号公報で公知の表面検査装置が用いられている。この表面
検査装置は、正常部分と欠陥部分とで光の反射率や透過率が異なることを利用しており、
被検査体の表面にレーザーによる走査光を照射してその反射光もしくは透過光を受光器に
より光電検出し、この検出出力に基づいて各種欠陥の有無を評価するものである。そして
、この表面検査装置は、検出した反射光や透過光の強度の変化から、異物の付着や凹凸の
存在等の表面形状の欠陥の他、表面色の濃度や光沢の異常など様々な欠陥の有無を検査す
ることができる。
【０００５】
　また、表面凹凸を検査する方法としてはレーザ光を使用して検査を行う方法も行われて
いる。例えば特開２００６－０７８４５７号公報で公知の基板検査装置が用いられている
。この検査装置は対象物に斜め方向よりレーザ光を照射し、その反射光を結像レンズを介
してＰＳＤ（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）センサにより
検出して、三角測量の原理で高さの計測を行うものである。例えば、レーザ光の入射角度
、反射角度を共に４５°とし、結像レンズの倍率をａとすると、対象物上の実際の高さｈ

０に対して、ＰＳＤセンサ上の見掛け高さｈ１は、ｈ１＝

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の反射率や透過率から検査する方式の表面検査装置では、光電検出
した反射光や透過光の強度が検査部に存在する各種パターンや塗布異常など多種多様な要
因の影響を受けているので、この中から平面異常だけを選択的に検出することは非常に困
難であった。
【０００７】
　また上記のレーザ光を使った凹凸測定による検出方法についてはビーム径を小さくして
も数μｍ程度あるため、測定限界はせいぜい１μｍ程度であるが、外観不良とされる平面
異常のなかにはへこみ量１μｍ以下、０．１μｍ程度のものも多く含まれておりこれらを
レーザを使った凹凸測定により確実に検査することは不可能である。
【０００８】
　なお干渉計による平面異常測定は可能であるが検査速度、検査環境の面で工程内で使用
できるものではない。
【０００９】
　そこで、本発明は高さ１μｍ以下のものも含む平面異常を高速に検査する平面外観検査
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するため、対象平面に光源より光を照射し、その反射光を受光して該平面
の外観を検査する平面検査装置であって、前記光源より出射された光を、前記平面に対し
てライン状に走査する光走査手段と、該走査光による該平面および平面異常部からの反射
光を受光する反射光位置検知手段と、該検知手段からの検知信号により該平面異常部の角
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度を算出して平面異常の検査を行う角度検査測定部と、を有する光走査式平面外観検査装
置とした。
【００１１】
　また前記光走査手段は対象平面上の走査線を中心にして傾けた角度で光を照射し、対象
平面法線に対して対象な角度に結像レンズを介して前記反射光位置検知手段を設けること
にした。
【００１２】
　あるいは前記光走査手段は対象平面に対し垂直に光を照射する構成とし、前記光走査手
段の光源側にビームスプリッタを設け、対象平面を反射した光が前機光走査手段を逆行し
てビームスプリッタに達し、ビームスプリッタにより光路を分離されて結像レンズを介し
て反射光位置検知手段に入射する構造とした。
【００１３】
　いずれの場合においても前記反射光位置検知手段は結像レンズによる結像位置から所定
の距離だけ光軸方向に離れて設けることとした。
【発明の効果】
【００１４】
上記のように、平面外観検査にあたっては、光走査手段によりスポット光で平面全面を光
走査し、平面異常部を含む平面上の角度データを算出することにより角度変化部分を抽出
し平面外観検査を行うことができる。すなわち、光走査手段によるスポット光が凹面など
の平面異常部の斜面に照射されたとき反射光の方向から斜面の傾きを算出し、平面の通常
の角度との差より平面異常の検査を行なうものである。
【００１５】
また、前記光走査手段の光源側にビームスプリッタを設け、対象平面を反射した光が前機
光走査手段を逆行してビームスプリッタに達し、ビームスプリッタにより光路を分離され
て角度検査手段に入射する構造とすることにより高さ変化の影響を受けず角度変化を縦横
とも検知することが可能となり平面異常の検知能力をあげることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下に、本発明の光走査式平面外観検査装置の実施の形態を図面とともに詳細に説明する
。
【実施例１】
【００１７】
図１に、本発明の第１の実施例の構成図を示す。対象平面６の上方には、光源として半導
体レーザコリメーション光源１が配設され、半導体レーザコリメーション光源１から出射
されたレーザ光がポリゴンスキャナ２に入射する。ポリゴンスキャナ２が回転することに
より走査レンズ３には振られたレーザ光が入射し、対象平面６上に、レーザ走査光が照射
される。これらポリゴンスキャナ２、走査レンズ３により光走査手段を構成する。
【００１８】
一方、対象平面６上に照射されたレーザ走査光の正反射位置に対向して結像レンズ８が配
置され、その光路上に光検出器としてＰＳＤ（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｉｔｉｕｅ　
Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）９が配置される。このときＰＳＤ９の電極長さは、光走査幅に結像レ
ンズ８の倍率を乗じた長さ以上となるように設定される。また、ＰＳＤ９からの検知信号
はＩ／Ｖ変換回路１０、Ａ／Ｄ回路１１を介して角度検査測定部７に送出される。
【００１９】
角度検査測定部７は、ＰＳＤ９の検知信号より後述する方法により反射光の傾き角を算出
し平面異常を検知する。また、光走査と直交した方向に対象平面６が搬送手段４によって
搬送されることにより平面異常を連続して検査することができる。
【００２０】
　ここで図２（ａ）から傾き検出原理を説明する。平面６に凹凸がない場合、投射した光
は法線に対し対称となる角度に反射する。ここで平面６に凹凸をもつ平面異常５があると



(5) JP 2008-32669 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

斜面が存在するので斜面の片面では反射光の反射方向は斜面によって傾いて反射する。斜
面のもう片面では傾きの方向が逆なので反射光は逆方向に傾いて反射する。
【００２１】
　ここで次に図３によりＰＳＤ検知信号から傾きを算出する方法を説明する。走査レンズ
３により対称平面６上に集光された光は結像レンズ８により再結像される。ここでレンズ
８は反射光を平行光に変換する焦点距離ｆ１のレンズと平行光を再結像する焦点距離ｆ２
のレンズからなっているものとする。
【００２２】
上記で平面異常５の斜面角度θ１の傾斜により反射光は角度θ２＝２・θ１だけ傾く。こ
の傾いた光も結像レンズ８により同じ点に再結像する。このときＰＳＤ９面を再結像面と
一致させるとＰＳＤ９には三角測量の原理により対象高さが検知されることになる。とこ
ろがここでＰＳＤ９面を再結像面から一定距離ｄだけ光軸方向に離れた位置に配置すると
ＰＳＤ９への入射位置は平面上での反射角θ２に比例して変動することになる。
【００２３】
このときの変動量ｘは光学系の第１レンズ焦点距離ｆ１と第２レンズ焦点距離ｆ２と反射
光傾き角θ２と再結像面からの距離ｄにより以下のように求まる。
　　　　ｘ＝（ｆ１・ｄ・θ２）／ｆ２
逆算すると以下の式により平面上の反射角変動θ１を計算することができる。
　　　　θ１＝（ｆ２・ｘ）／（２・ｆ１・ｄ）
　このようにして平面異常５上の傾斜角が検出される。検出される傾斜角変化の例を図２
（ｂ）に示す。この傾斜角の変化から平面６上の凹凸の有無を検知することができる。な
お傾斜角は形状の微分値であるので得られた傾斜角データを積分することで形状データを
作成することも可能である。
【実施例２】
【００２４】
　次に、図４に、第２の実施例の構成図を示す。図４は、第１実施例における平面検査装
置において反射光をポリゴンスキャナ２に戻した後分離してＰＳＤ１８に入射させる構造
としたものである。
【００２５】
　対象平面上方には、光源として半導体レーザコリメーション光源１が配設され、半導体
レーザコリメーション光源１から出射されたレーザ光がポリゴンスキャナ２に入射する。
ポリゴンスキャナ２が回転することによりテレセントリックに設計された走査レンズ３に
は振られたレーザ光が入射し、対象平面上に垂直にレーザ走査光が照射される。
【００２６】
対象平面６上に照射されたレーザ走査光は垂直に反射し、走査レンズ３、ポリゴンスキャ
ナ２を逆行する。その後光路上のビームスプリッタ１２に反射され、結像レンズ１７を介
して２次元ＰＳＤ１８に入射する。ＰＳＤ１８からの検知信号は角度検査測定部７に送出
される。なお１４は１／４波長板であり、行きと帰りの偏光方向を９０°変換し、ビーム
スプリッタ１２を偏光ビームスプリッタとすることにより、光量の損失を抑えることがで
きる。
【００２７】
角度検査測定部は、上述したものと同様な方法でＰＳＤ１８の検知信号から反射光の傾き
角を算出する。このとき上述した式においては走査レンズ３の焦点距離をｆ１、結像レン
ズ１７の焦点距離ｆ２と置き変える。またＰＳＤ１８が２次元のため信号処理系は２系統
あり、角度は走査方向と走査に直交した２方向で算出される。
【００２８】
本実施例においてはＰＳＤ１７上のビームが走査によらず一定位置に入射するのでＰＳＤ
１８の電極長さは、第１の実施例と違い、走査巾と関係なくビームが入射するのに十分な
大きさがあればよい。またＰＳＤ上のビーム位置が走査によらず一定なので縦横方向にビ
ーム位置感度を有する２次元ＰＳＤを用いることができ、第１の実施例と違って走査方向
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への傾きに対しても検知することができる。
【００２９】
　第１の実施例と第２の実施例を比較すると以下のようになる。
第１の実施例
　　・　開口が大きくでき、対象物の曲がりや姿勢の変化などに対応しやすい。
　　・　対象物の高低差の影響を受ける。
　　・　ＰＳＤは必ず１次元であり、走査方向の曲がりは検出できない。
第２の実施例
　　・　対象物高さの影響を受けない。
　　・　２次元ＰＳＤの使用が可能で曲がり方向が縦でも横でも検出できる。
　　・　開口が少なく対象物の曲がりや姿勢などの影響を受けやすい。
　　・　走査レンズのテレセントリック誤差の影響を受ける。
いずれを選択するかは用途によって選択することになる。
【００３０】
なおいずれの実施例においてもＰＳＤを位置検出型光電子増倍管に置き換えることができ
、この置き換えにより、光源光量を少なくでき、あるいは低反射率の物体の表面を検査す
ることができる。またより高速化が可能となる。
【００３１】
またいずれの実施例においてもポリゴンスキャナを共振型ミラースキャナに置き変えるこ
とができ、この置き換えにより、コンパクト化、高速化、面倒れ低減が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１における光走査式平面外観検査装置の構成図である。
【図２】（ａ）実施例１における光走査式平面外観検査装置の平面異常による反射光角度
変化を説明するための図である。（ｂ）実施例１における光走査式平面外観検査装置によ
って検出された平面異常部の角度変化例である。
【図３】実施例１における光走査式平面外観検査装置の受光光学系８の構成および、ＰＳ
Ｄによる反射光角度検出原理を説明するための図である。
【図４】実施例２における光走査式平面外観検査装置の構成図である。
【符号の説明】
１　光源
２　ポリゴンスキャナ
３　走査レンズ
４　搬送手段
５　平面異常部
６　対象平面
７　角度検査測定部
８　結像レンズ
９　１次元ＰＳＤ
１０　Ｉ／Ｖ変換回路
１１　Ａ／Ｄ変換回路
１２　ビームスプリッタ
１４　１／４波長板
１７　結像レンズ
１８　２次元ＰＳＤ
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ　ＰＳＤ出力
ｄ　再結像点からの光軸方向距離
ｘ　ＰＳＤ上の変動量
ｙ　ＰＳＤ上の変動量
ｆ１　第１結像レンズ焦点距離
ｆ２　第２結像レンズ焦点距離
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θ１　平面異常部傾き角度
θ２　平面異常部反射光角度

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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